
確認 照合

確認 照合

（相談年月日　　　平成　　　　年　　　　月　　　　日）

法 定 相 続 情 報 証 明 必 要 書 類 一 覧 表

１ 集めていただく書類

①  亡くなった方の戸・除籍，改製原戸籍謄本等（出生から死亡まで）※
　 （取得先：亡くなった方の本籍地市区町村）

    　戸籍等を請求するときに，市区町村窓口で「相続に使うので，出生から死亡
　　　 までの戸籍が必要」と説明してください。

②  亡くなった方の最後の住所を証明する住民票の除票・戸籍の附票
　等 ※ （取得先：亡くなった方の住所地又は本籍地市区町村）

【津地方法務局】　　　　

③  相続人の方の戸籍謄本・抄本又は全部事項証明書（亡くなった方
  より先に死亡した人がいて，その相続人となった方の戸籍謄本等も
  含む）※  (取得先：各相続人の本籍地市区町村)

④　申出人となる方の住民票の写し，運転免許証の写し等
  　 【原本と相違ない旨を記載し，署名又は記名・押印してください。】

⑤　一覧図に相続人の方の住所を記載する場合はその住民票等 ※
　　(取得先：各相続人の住所地市区町村)

⑥　代理申請の場合は親族関係のわかる戸籍謄本，委任状等
　　【戸籍謄本等の証明書の原本の返却を希望される場合は，コピーの上，

　　　原本と相違がない旨を記載し，署名又は記名・押印が必要です。】

２ 作成していただく書類

①　法定相続情報一覧図（裏面参考）

②　法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書（裏面参考）

  ※印の書類は，証明書交付時にお返しします。

　不動産の登記名義を変更するためには「相続登記申請」が必要になります。
　金融機関に提出する予定の遺産分割協議書，印鑑証明書，固定資産税の納税通知書が
あれば，相続登記の申請にもご利用できますので，ご持参ください。

３ その他の参考事項

　お時間に余裕のない方は，専門家（司法書士※，土地家屋調査士，弁護士※，税理
士，社会保険労務士，弁理士，海事代理士，行政書士）に依頼することができます。
　※司法書士，弁護士は所有権に関する登記申請代理も可



【参考】
申出書

【参考】
法定相続情
報一覧図

（記載例）

被相続人法務太郎法定相続情報

最後の住所 ○県○市○町○番地 住所 ○県○郡○町○３４番地

出生 昭和４５年６月７日出生 昭和○年○月○日

死亡 平成 年 月 日 （子）２８ ４ １

（被相続人） 法 務 一 郎 （申出人）

法 務 太 郎

住所 ○県○市○町三丁目４５番６号

出生 昭和４７年９月５日

（子）

相 続 促 子

住所 ○県○市○町三丁目４５番６号

出生 昭和○年○月○日 住所 ○県○市○町五丁目４番８号

出生 昭和５０年１１月２７日（配偶者）

法 務 花 子 （子）

登 記 進

作成日：○年○月○日

作成者：○○○士 ○○ ○○ 印

（事務所：○市○町○番地）


